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東松山市上下水道部水道施設課 
 

東松山市では、 市民の皆さ んによ り 安心安全に水道水を 使っ ていただける よ

う 水質検査を 行っ ていま す。水質検査計画は、水質検査の適正化や透明性を 確保

する ために水質検査項目や頻度等を 定めたも のです。  

 



  

掲載内容 

 

１  基本方針  

２  水道事業の概要  

３  水道の原水及び水道水の状況  

４  検査地点  

５  定期水質検査  

６  水質検査方法  

７  臨時の水質検査  

８  水質検査計画及び水質検査結果の公表  

９  水質検査の精度管理と 信頼性保証  

1 0  関係機関と の連携  

 

添付資料 

 ・ 定期水質検査の概要 

 ・ 定期水質検査の検査地点 

 ・ 水質検査表（ １ ） ～（ ５ ）  

 ・ 別表： 農薬類 

 

  



 

１  基本方針 

 東松山市では、 埼玉県から 供給さ れた県水と 浅井戸の原水から 作っ た市水を 市内へ配水

し ていま す。 その県水・ 市水の水質を 適正に保つため、 水道法に則り 、 以下に示す基本方針

に基づく 水質検査計画を 策定し 、 水質の適正管理に努めていま す。  

（ １ ） 検査の実施に際し ては、 水道法に定めら れた内容を 基本と し ま す。 さ ら に独自に水 

   質管理に必要な項目・ 頻度を 検討し 、 よ り 安心・ 安全な水質管理を 目指し ま す。  

（ ２ ） 検査地点は、 供給さ れる すべての水が水質基準に適合する かを 判断でき る 地点と し  

   て、法令で定めら れた給水栓( 蛇口) に加えて、 市全体の水質環境を 把握する ために浄 

   水場や水源等についても 選定し ま す。  

（ ３ ） 検査項目は､水道法で検査が義務付けら れている 水質基準項目だけでなく ､水質管理 

   上、 検査計画に盛り 込むこ と が望ま し いと さ れる 水質管理目標設定項目及び水道水 

   の安全性を よ り 確かなも のであ る こ と を 確認する ために必要と 考えら れる 項目を 検 

   討し ま す。  

（ ４ ） 検査頻度は、 検査地点、 検査対象、 検査項目や過去の検査における 検出状況等を 考 

   慮し て設定し ま す。  

（ ５ ） 当市では、 水質管理の透明性及び信頼性確保のため、 水道法その他省令等を 遵守し 、  

   各種資料を ホーム ページ等で広く 速やかに公表し ま す。  

２  水道事業の概要 

（ １ ） 総括 

 本市の水道事業は、 昭和 3 9 年に浅井戸を 水源と し て給水を 開始し ま し た。 開始当時の給

水人口 3 千人余り から 、 現在では約 9 万人と なり 普及率 9 9 .9 ％と なり ま し た。 その間、 人

口増加と 共に水需要の増加に伴い､昭和 5 6 年よ り 埼玉県営水道から 受水を 開始し 、 自己水

( 井戸) と の併用を 図り ながら 水の確保に努め、 市内及び滑川町の一部（ 工業団地） に給水を

行っ ていま す。  

（ ２ ） 給水状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区   分 内   容 

給水区域 東松山市市内及び工業団地 

給水人口（ 令和 6 年度末）  9 1 ,0 4 0 人 

普及率（ 令和 6 度末）  9 9 .9 ％ 

給水戸数（ 令和 6 年度末）  4 6 ,7 5 0 戸 

計画一日最大配水量 6 1 ,5 0 0 ㎥ 

一日最大配水量（ 令和 6 年度）  3 7 ,5 8 7 ㎥（ 9 月 2 6 日）  

一日平均配水量（ 令和 6 年度）  3 4 ,4 1 9 ㎥ 



    （ ３ ) 　  浄水施設概要

機場名 施設区分

浅　 井　 戸　 　 　RC造　 立型集水井 ( 内径6 m×深さ 1 1 .5 m)

多孔集水管　 φ8 9 mm×1 0 .5 m　 ： 6 0 本

取水能力 3 ,9 0 0  ㎥／日

取水ポン プ φ2 0 0 mm×3 .5 ㎥／分×1 4 m　 ： 1 5 kw ( 2 台）

浅　 井　 戸　 　 　RC造　 立型集水井 ( 内径6 m×深さ 1 0 .9 m)

多孔集水管　 φ8 9 mm×1 0 .5 m　 ： 6 0 本

取水能力 4 ,6 3 0  ㎥／日

取水ポン プ φ2 0 0 mm×3 .5 ㎥／分×1 4 m　 ： 1 5 kw  ( 2 台）

取水計量設備 電磁流量計 φ3 5 0 mm

9 ,6 8 1 ㎡

ポン プ室 RC造　 2 階建　 3 6 5 ㎡

ポン プ井 RC造　 3 0 0 ㎥

調整池 有効容量　 5 8 5 ㎥（ 1 5 .4 m×1 5 .4 m×深さ 2 .5 m)

建物 CB造　 2 2 .3 5 ㎡

次亜塩素酸ソ ーダ

注入ポン プ

送水ポン プ φ2 0 0 mm×3 .6 ㎥／分×8 3 m　 ： 7 5 kw  ( 4 台）

電磁流量計 φ4 0 0 mm

敷地面積 5 0 1 ㎡

浅　 井　 戸　 　 　RC造　 立型集水井 ( 内径6 m×深さ 1 0 .9 m)

第二水源 多孔集水管　 φ8 9 mm×1 0 .5 m　 ： 6 0 本

取水能力 7 ,7 0 0  ㎥／日

取水ポン プ φ2 0 0 mm×4 .2 6 ㎥／分×1 5 m　 ： 1 8 .5 kw  ( 4 台）

取水計量設備 電磁流量計 φ4 0 0 mm

1 0 ,0 4 8 ㎡

水道庁舎 RC造　 3 階建　 1 ,3 6 4 ㎡

配水池 RC造　 有効容量 8 ,0 0 0 ㎥（ 4 0 m×5 0 m×深さ 4 m)

ポン プ室 RC造　 5 7 ㎡

次亜塩素酸ソ ーダ

注入ポン プ

送水ポン プ φ1 0 0 mm×2 .0 ㎥／分×9 0 m　 ： 4 5 kw  ( 3 台）

電磁流量計 φ2 0 0 mm

配水ポン プ φ1 0 0 mm×2 .5 ㎥／分×7 5 m　 ： 4 5 kw  ( 5 台）

電磁流量計 φ4 0 0 mm

電気設備 設備容量 1 ,4 9 5 KVA   6 ,6 0 0 V  

自家発電機室 RC造　 7 8 .7 9 ㎡

ガス タ ービ ン 発電機 5 0 0 KVA  6 6 0 0 V  　 燃料 ： 灯油
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2 0 ～1 0 0 ml／分 ( 2 台）

送水施設

敷　 地　 面　 積

第一水源

第三水源

敷　 地　 面　 積

建物及び構造物

消毒設備



 

３  水道の原水及び水道水の状況 

（ １ ） 自己水 

  下唐子地内の浄水場内にある ３ か所の井戸（ 浅井戸） から 取水し 、 水道法の基準に適 

 合する よ う に、 次亜塩素酸ナト リ ウ ム で消毒を 行い、 市内に配水し ていま す。  

（ ２ ） 県水 

  昭和５ ６ 年度以降は、埼玉県企業局から 県水の受水を 開始し 、市内に配水し ていま す。  

 県水は、 利根川（ 荒川の水を 一部含む） から 取水し 、 行田浄水場又は吉見浄水場で浄水 

 処理さ れた後に東松山市へ送水さ れ、 本市の高本山配水場、 高坂高区配水場及び水穴配 

 水場で受水し ま す。 県水の占める 割合は全体の約 7 0 ％と なっ ていま す。  

（ ３ ） 水道水の状況 

  本市の水道水は、こ れま での検査結果によ り 、水質基準を 十分満足し ている こ と から 、  

 安全で良質な水と なっ ていま す。  

 

４  検査地点 

（ １ ） 給水栓（ 蛇口）  

  水道法に基づく 月 1 回行う 検査は、 市内配水系統の末端にあたる 4 箇所（ 上唐子､大 

 谷、 田木、 宮鼻） を 検査地点と 定め、 検査を 行いま す。 ま た、 1 日 1 回行う 検査は、 自動 

 水質監視装置を 設置し た末端９ 箇所（ 大谷 2 箇所、 松山 2 箇所、 東平、 古凍、 宮鼻、 田 

 木、 上唐子） で実施し ま す。  

（ ２ ） 浄水場（ 浄水）  

  第一浄水場及び第二浄水場の出口（ 塩素消毒後の水栓） を 検査し ま す。  

（ ３ ） 浄水場（ 原水）  

  浄水場内にあ る 第１ 水源・ 第２ 水源・ 第３ 水源（ すべて浅井戸） を 検査し ま す。  

 

５  定期水質検査 

 給水栓及び浄水場（ 浄水・ 原水） について定期的に検査を 行いま す。（ 定期水質検査） 定

期水質検査は別紙「 定期水質検査の概要」 及び「 定期水質検査の検査地点」 を も と に以下の

５ 通り について実施し ま す。  

（ １ ） 法令に基づく 水質検査 

  ①毎日検査 根拠法令－水道法施行規則第 1 5 条第 1 号イ  

    水質検査表( 1 ) の毎日行う 検査の項目[色・ 濁り ・ 消毒の残留効果]について検査を  

   行いま す。 検査は市内 9 カ 所に設置さ れた自動水質監視装置によ る 2 4 時間の自動 

   監視を 行いま す。 なお、 浄水場における 検査については、 自主的な水質監視のために 



 

   維持管理業務受託者によ る 手分析を 行う も のです。  

  ②水質基準項目の検査 根拠法令－水道法施行規則第 1 5 条第 1 項ロ  

    水質基準項目に係る 検査を 水質検査表( 2 ) のと おり 、 給水栓にて行いま す。 なお、 

   水質検査表( 2 ) の項目[基 0 1 ,0 2 ,3 9 ,4 7 ～5 2 ]については毎月１ 回検査を 行いま す。  

   項目[基 0 3 ～3 8 ,4 0 ～4 2 ,4 5 ,4 6 ]については、「 過去３ 年間における 濃度が基準値の 

   1 /1 0 以下の場合には 3 年に 1 回」「 1 /5 以下の場合には年に 1 回」 ま で検査頻度を  

   緩和でき る と 法令で定めら れていま すが、 検査頻度を 緩和せず年４ 回検査を 行いま  

   す。 ま た、 項目[基 4 3 ,4 4 ]については高水温時に検出さ れやすい傾向がある ため、  

   夏場（ 7 ,8 月） に検査を 行いま す。  

（ ２ ） 法令に定めのない水質管理に必要な水質検査 

  ①水質基準項目の検査 根拠法令－なし  

    水質検査表( 3 ) の水質項目は水質基準項目で水源から 蛇口ま での水質変化を 総合 

   的に捉える ため、 給水栓での検査の根拠と なる 法令に基づき 、 給水栓で実施する 検 

   査と 同項目について､浄水場の出口、 水源において同じ 頻度で水質検査を 行いま す。 

   ただし 、 水源では、 浄水処理に起因する 消毒副生成物に関する 項目[基 2 2 ～3 2 ]と か 

   び臭に関する 項目[基 4 3 ～4 4 ]については除き ま す。  

  ②水質管理目標設定項目の検査 根拠法令－なし  

    水質検査表( 4 ) の水質項目は水道水質管理上、 留意すべき も のと し て設定さ れた水 

   質管理目標設定項目に係る も ので、 検査頻度は水質検査表( 2 ) 及び( 3 ) の水質基準項 

   目の検査頻度の考え方に準じ て行いま す。  

  ③要検討項目その他の検査 根拠法令－なし  

    水質検査表( 5 ) の水質項目は、 本市の水質環境の安全性等の確認のため行いま す。 

   検査頻度は、 環境変化等を 把握する ために必要と なる 所要の頻度で行いま す。  

 

６  水質検査方法 

 1 日 1 回の検査は、自動水質監視装置及び浄水場等の維持管理業務受託者にて行いま す。

その他の分析項目については、 水道法第 2 0 条第 3 項に基づき 国土交通大臣及び環境大臣

の認可を 受けた登録検査機関に委託し て行いま す。なお、登録検査機関においては国土交通

省令・ 環境省令で定めら れた方法によ り 採水から 検査ま でを 実施し ま す。  

 

７  臨時の水質検査 

 次のよ う な水質変化が生じ 、水質基準に適合し ないおそれがある 場合には、必要に応じ て

速やかに臨時の水質検査を 行いま す。  

（ １ ）  原水に色ま たは濁り が生じ る など の水質の変化があっ たと き  



 

（ ２ ）  水源・ 周辺及び上流域その他関係する 区域において水の汚染等が発生し たと き  

（ ３ ）  過去の検査結果から 著し い変化があり 、 水質基準に適合し ない恐れがある と き  

（ ４ ）  その他、 特に必要性が認めら れる と き  

 臨時の検査を 行う 項目については、 異常が認めら れる 項目・ 異常のおそれがある 項目・ 関

連する 項目等について状況に応じ た検査項目を 設定し 実施し ま す。なお、検査方法は水質異

常の内容や緊急性を 鑑み、省令で定めら れた方法のほか、簡易試験等を 併用し て対応し ま す。 

 

８  水質検査計画及び水質検査結果の公表 

 水質検査計画及び当年度水質検査結果は毎年度、 年度開始前に策定・ 集計し 、 上下水道庁

舎、 市役所情報公開コ ーナー及びホーム ページで公表し ま す。  

ま た、 計画については水質の状況、 国・ 県によ る 助言・ 指導、 市民の皆様のご 意見を 参考に

し て必要に応じ て見直し を 行いま す。  

 

９  水質検査精度と 信頼性保証 

 登録検査機関における 検査においては、 水質検査精度及び信頼性確保のため、 国・ 県及び

事業者内部その他が行う 精度管理評価試験の複数の結果提出を 求め、 正確かつ精度の高い

管理を 行いま す。ま た、浄水場等の維持管理業務受託者への指導や自動水質監視装置のメ ン

テナン ス 業務発注など によ り 、 毎日行う 水質監視についても 適正に管理し ま す。  

 

1 0  関係機関と の連携 

 水道水が原因と なる 水質事故が発生し た場合には、 国、 埼玉県､市町村等の関係各機関と

連携し 、 情報交換を 図り ながら 対策を 講じ ま す。  

 

 



○定期水質検査の概要

浄水 原水

9 地点 4 地点 2 地点 3 地点

毎日検査項目

( 3 項目)
1 日1 回

自動水質監視

装置によ る

連続測定

-
1 日1 回

( 自主検査)

週1 回

( 自主検査)

水質基準項目

( 5 2 項目)

月1 回

又は年4 回

[*2 ]

-

月1 回、 年4 回

又は年2 回

[*3 ]

- -

水質基準項目

( 5 2 項目)
- - -

月1 回、 年4 回

又は年2 回

[*3 ]

月1 回

又は年4 回

[*4 ] [ *5 ]

水質管理目標設定項

目

( 2 4 項目)

- -

年4 回

又は年1 回

[*6 ]

年4 回、 年2 回

又は年1 回

[*7 ] [ *8 ]

年4 回、 年2 回

又は年1 回

[*7 ] [ *8 ]

[ *1 ]　 検査項目や最低検査頻度が、 法令によ り 定めら て いる 検査です。

[*2 ]　 項目に応じ て 検査頻度が異な り ま す。

[*3 ]　 高水温時に検出さ れやすいかび臭物質は夏季( 7 ,8 月) のみ検査し ま す。

[*4 ]　 浄水処理に起因する 消毒副生成物及びかび臭物質について は除き ま す。

[*5 ]　 「 味」 の検査は省略し て いま す。

[*6 ]　 「 農薬類」 の検査は省略し て いま す。

[*7 ]　 消毒剤及び消毒副生成物の一部を 省略し て いま す。

[*8 ]　 対象農薬リ ス ト を 元に検査を 実施し ま す。 第2 水源のみ検査項目数が多く な っ て いま す。

○定期水質検査の検査地点

地点数

9 地点

4 地点

浄水 2 地点

原水 3 地点

[ *1 ]　 自動水質監視装置を 設置し 、 2 4 時間の継続監視を 行っ て いま す。

[*2 ]　 それぞれの施設内に設置さ れたサン プリ ン グ 用水栓から 採水し て いま す。

○毎日行う 水質検査の概要
水質検査表（ １ ） 　 　 給水栓及び浄水場（ 対象： 毎日検査項目）

浄水　 [*2 ] 原水　 [*3 ]

1 異常でな いこ と 3 6 5 3 6 5 5 2

2 異常でな いこ と 3 6 5 3 6 5 5 2

3 0 .1  mg /L以上 3 6 5 3 6 5 -

[ *1 ]　 自動水質監視装置を 設置し 、 2 4 時間の継続監視を 行っ て いま す。

[*2 ]　 法令の規定と は別に、 毎日検査と 週1 回の簡易検査を 水質管理のために実施し て いま す。

[*3 ]　 法令と は別に、 週1 回の簡易検査を 水質管理のために実施し て いま す。

  消毒の残留効果（ 残留塩素）

検査頻度 ( 回/年)

浄水場給水栓

[*1 ]

番号 項目 判断基準

  色

  濁り

給水栓
浄水場

定

期

水

質

検

査 水質管理

に必要な

検査

法令に

基づく

検査

[*1 ]

水 質 検 査 項 目
法令上の

検査頻度

検査頻度

浄

水

場

給水栓

検査区分 対象地域・ 施設

大谷（ 2 箇所） ・ 松山（ 2 箇所）

東平・ 古凍・ 宮鼻・ 田木・ 上唐子　 [*1 ]

上唐子・ 大谷・ 田木・ 宮鼻　 [*2 ]

第一浄水場・ 第二浄水場　 [*2 ]

第1 水源・ 第3 水源（ 第一浄水場系統）

第2 水源（ 第二浄水場系統） 　 [*2 ]



○法令に基づく 水質検査

　 水質検査表（ ２ ） 　 　 給水栓（ 対象： 水質基準項目）

基0 1 一般細菌 1 0 0 個/mL以下 0 1 2

基0 2 大腸菌 検出さ れな いこ と 不検出 1 2

基0 3 カ ド ミ ウ ム 及びその化合物 0 .0 0 3  mg /L以下 0 .0 0 0 3 未満 4

基0 4 水銀及びその化合物 0 .0 0 0 5  mg /L以下 0 .0 0 0 0 5 未満 4

基0 5 セレ ン 及びその化合物 0 .0 1  mg /L以下 0 .0 0 1 未満 4

基0 6 鉛及びその化合物 0 .0 1  mg /L以下 0 .0 0 1 未満 4

基0 7 ヒ 素及びその化合物 0 .0 1  mg /L以下 0 .0 0 1 未満 4

基0 8 六価ク ロ ム 化合物 0 .0 2  mg /L以下 0 .0 0 5 未満 4

基0 9 亜硝酸態窒素 0 .0 4  mg /L以下 0 .0 0 4 未満 4

基1 0 シ ア ン 化物イ オン 及び塩化シ ア ン 0 .0 1  mg /L以下 0 .0 0 1 未満 4

基1 1 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1 0  mg /L以下 2 .3 0 4

基1 2 フ ッ 素及びその化合物 0 .8  mg /L以下 0 .1 4 4

基1 3 ホ ウ 素及びその化合物 1 .0  mg /L以下 0 .1 未満 4

基1 4 四塩化炭素 0 .0 0 2  mg /L以下 0 .0 0 0 2 未満 4

基1 5 1 ,4 -ジ オキ サン 0 .0 5  mg /L以下 0 .0 0 5 未満 4

基1 6
シ ス -1 ,2 -ジ ク ロ ロ エチレ ン 及びト

ラ ン ス -1 ,2 -ジ ク ロ ロ エチレ ン
0 .0 4  mg /L以下 0 .0 0 1 未満 4

基1 7 ジ ク ロ ロ メ タ ン 0 .0 2  mg /L以下 0 .0 0 1 未満 4

基1 8 テ ト ラ ク ロ ロ エチレ ン 0 .0 1  mg /L以下 0 .0 0 1 未満 4

基1 9 ト リ ク ロ ロ エチレ ン 0 .0 1  mg /L以下 0 .0 0 1 未満 4

基2 0 PFOS 及びPFOA [ *4 ] 0 .0 0 0 0 0 5  mg /L以下 - 4

基2 1 ベン ゼン 0 .0 1  mg /L以下 0 .0 0 1 未満 4

基2 2 塩素酸 0 .6  mg /L以下 0 .0 6 未満 4

基2 3 ク ロ ロ 酢酸 0 .0 2  mg /L以下 0 .0 0 2 未満 4

基2 4 ク ロ ロ ホ ルム 0 .0 6  mg /L以下 0 .0 1 9 4

基2 5 ジ ク ロ ロ 酢酸 0 .0 3  mg /L以下 0 .0 1 5 4

基2 6 ジ ブロ モク ロ ロ メ タ ン 0 .1  mg /L以下 0 .0 0 8 4

基2 7 臭素酸 0 .0 1  mg /L以下 0 .0 0 1 未満 4

基2 8 総ト リ ハロ メ タ ン 0 .1  mg /L以下 0 .0 3 6 4

基2 9 ト リ ク ロ ロ 酢酸 0 .0 3  mg /L以下 0 .0 1 2 4

基3 0 ブロ モジ ク ロ ロ メ タ ン 0 .0 3  mg /L以下 0 .0 1 2 4

基3 1 ブロ モホ ルム 0 .0 9  mg /L以下 0 .0 0 1 未満 4

基3 2 ホ ルム ア ルデヒ ド 0 .0 8  mg /L以下 0 .0 0 8 未満 4

基3 3 亜鉛及びその化合物 1 .0  mg /L以下 0 .0 1 3 4

基3 4 ア ルミ ニウ ム 及びその化合物 0 .2  mg /L以下 0 .0 3 4

基3 5 鉄及びその化合物 0 .3  mg /L以下 0 .0 6 4

基3 6 銅及びその化合物 1 .0  mg /L以下 0 .0 1 未満 4

基3 7 ナト リ ウ ム 及びその化合物 2 0 0  mg /L以下 1 6 .6 4 味

基3 8 マン ガン 及びその化合物 0 .0 5  mg /L以下 0 .0 0 1 4 着色

基3 9 塩化物イ オン 2 0 0  mg /L以下 2 8 .8 月１ 回 1 2

基4 0 カ ルシ ウ ム 、 マグ ネシ ウ ム 等（ 硬度） 3 0 0  mg /L以下 9 2 4

基4 1 蒸発残留物 5 0 0  mg /L以下 2 0 2 4

基4 2 陰イ オン 界面活性剤 0 .2  mg /L以下 0 .0 2 未満 4 発泡

基4 3 ジ ェ オス ミ ン 0 .0 0 0 0 1  mg /L以下 0 .0 0 0 0 0 1 2

基4 4 2 -メ チルイ ソ ボルネオール 0 .0 0 0 0 1  mg /L以下 0 .0 0 0 0 0 1 2

基4 5 非イ オン 界面活性剤 0 .0 2  mg /L以下 0 .0 0 3 4 発泡

基4 6 フ ェ ノ ール類 0 .0 0 5  mg /L以下 0 .0 0 0 5 未満 4 臭気

基4 7 有機物（ 全有機炭素( TOC) の量） 3  mg /L以下 1 .1 1 2 味

基4 8 pH値 5 .8  以上 8 .6 以下 6 .9 -7 .6 1 2

基4 9 味 異常でな いこ と 異常な し 1 2

基5 0 臭気 異常でな いこ と 異常な し 1 2

基5 1 色度 5 度以下 0 .9 1 2

基5 2 濁度 2 度以下 0 .1 未満 1 2

[*1 ]　 過去3 年間の最高値は、 給水栓4 地点の最大値で、 単位は基準値に準じ ま す。 「 ～未満」 は定量下限値未満を 示し ま す。

[*2 ]　 「 月1 回」 「 年4 回」 は、 法令上は「 おおむね1 か月に1 回以上」 「 おおむね3 か月に1 回以上」 と 示さ れて いま す。

[*3 ]　 高水温時に検出さ れやすいかび臭物質は夏季( 7 ,8 月) のみ検査し ま す。

[*4 ]　 令和8 年4 月1 日付けで水質管理目標設定項目から 水質基準項目へ変更さ れま し た。

月１ 回

年４ 回

月１ 回

年４ 回

発生時期[*3 ]

法令上の

検査頻度[*2 ]

検査頻度

( 回/年)
備考

味

かび臭

基礎的性状

一般有機物

項目番号
過去３ 年間

最高値[*1 ]
基準値

年４ 回

病原生物によ る

汚染の指標

無機物

・ 重金属

消毒副生成物

着色
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○法令に定めのない水質管理に必要な水質検査

　 水質検査表（ ３ ） 　 　 浄水場（ 対象： 水質基準項目）

浄水[*1 ] 原水[*2 ]

基0 1 一般細菌 1 0 0 個/mL以下 1 2 1 2

基0 2 大腸菌 検出さ れな いこ と 1 2 1 2

基0 3 カ ド ミ ウ ム 及びその化合物 0 .0 0 3  mg /L以下 4 4

基0 4 水銀及びその化合物 0 .0 0 0 5  mg /L以下 4 4

基0 5 セレ ン 及びその化合物 0 .0 1  mg /L以下 4 4

基0 6 鉛及びその化合物 0 .0 1  mg /L以下 4 4

基0 7 ヒ 素及びその化合物 0 .0 1  mg /L以下 4 4

基0 8 六価ク ロ ム 化合物 0 .0 2  mg /L以下 4 4

基0 9 亜硝酸態窒素 0 .0 4  mg /L以下 4 4

基1 0 シ ア ン 化物イ オン 及び塩化シ ア ン 0 .0 1  mg /L以下 4 4

基1 1 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1 0  mg /L以下 4 4

基1 2 フ ッ 素及びその化合物 0 .8  mg /L以下 4 4

基1 3 ホ ウ 素及びその化合物 1 .0  mg /L以下 4 4

基1 4 四塩化炭素 0 .0 0 2  mg /L以下 4 4

基1 5 1 ,4 -ジ オキ サン 0 .0 5  mg /L以下 4 4

基1 6
シ ス -1 ,2 -ジ ク ロ ロ エチレ ン 及びト

ラ ン ス -1 ,2 -ジ ク ロ ロ エチレ ン
0 .0 4  mg /L以下 4 4

基1 7 ジ ク ロ ロ メ タ ン 0 .0 2  mg /L以下 4 4

基1 8 テ ト ラ ク ロ ロ エチレ ン 0 .0 1  mg /L以下 4 4

基1 9 ト リ ク ロ ロ エチレ ン 0 .0 1  mg /L以下 4 4

基2 0 PFOS 及びPFOA [ *4 ] 0 .0 0 0 0 0 5  mg /L以下 4 4

基2 1 ベン ゼン 0 .0 1  mg /L以下 4 4

基2 2 塩素酸 0 .6  mg /L以下 4 -

基2 3 ク ロ ロ 酢酸 0 .0 2  mg /L以下 4 -

基2 4 ク ロ ロ ホ ルム 0 .0 6  mg /L以下 4 -

基2 5 ジ ク ロ ロ 酢酸 0 .0 3  mg /L以下 4 -

基2 6 ジ ブロ モク ロ ロ メ タ ン 0 .1  mg /L以下 4 -

基2 7 臭素酸 0 .0 1  mg /L以下 4 -

基2 8 総ト リ ハロ メ タ ン 0 .1  mg /L以下 4 -

基2 9 ト リ ク ロ ロ 酢酸 0 .0 3  mg /L以下 4 -

基3 0 ブロ モジ ク ロ ロ メ タ ン 0 .0 3  mg /L以下 4 -

基3 1 ブロ モホ ルム 0 .0 9  mg /L以下 4 -

基3 2 ホ ルム ア ルデヒ ド 0 .0 8  mg /L以下 4 -

基3 3 亜鉛及びその化合物 1 .0  mg /L以下 4 4

基3 4 ア ルミ ニウ ム 及びその化合物 0 .2  mg /L以下 4 4

基3 5 鉄及びその化合物 0 .3  mg /L以下 4 4

基3 6 銅及びその化合物 1 .0  mg /L以下 4 4

基3 7 ナト リ ウ ム 及びその化合物 2 0 0  mg /L以下 4 4 味

基3 8 マン ガン 及びその化合物 0 .0 5  mg /L以下 4 4 着色

基3 9 塩化物イ オン 2 0 0  mg /L以下 1 2 1 2

基4 0 カ ルシ ウ ム 、 マグ ネシ ウ ム 等（ 硬度） 3 0 0  mg /L以下 4 4

基4 1 蒸発残留物 5 0 0  mg /L以下 4 4

基4 2 陰イ オン 界面活性剤 0 .2  mg /L以下 4 4 発泡

基4 3 ジ ェ オス ミ ン 0 .0 0 0 0 1  mg /L以下 2 -

基4 4 2 -メ チルイ ソ ボルネオール 0 .0 0 0 0 1  mg /L以下 2 -

基4 5 非イ オン 界面活性剤 0 .0 2  mg /L以下 4 4 発泡

基4 6 フ ェ ノ ール類 0 .0 0 5  mg /L以下 4 4 臭気

基4 7 有機物（ 全有機炭素( TOC) の量） 3  mg /L以下 1 2 1 2 味

基4 8 pH値 5 .8  以上 8 .6 以下 1 2 1 2

基4 9 味 異常でな いこ と 1 2 [*3 ]

基5 0 臭気 異常でな いこ と 1 2 1 2

基5 1 色度 5 度以下 1 2 1 2

基5 2 濁度 2 度以下 1 2 1 2

[ *1 ]　 浄水における 検査頻度は、 給水栓の検査頻度に準じ ま す。

[*2 ]　 原水における 検査頻度は、 給水栓の検査頻度に準じ ま すが、 一部消毒に関する 項目は省略し ま す。

[*3 ]　 原水における 「 味」 の検査は万が一の事故を 防ぐ ため、 省略し ま す。

[*4 ]　 令和8 年4 月1 日付けで水質管理目標設定項目から 水質基準項目へ変更さ れま し た。

検査頻度（ 回/年）

浄水場 備　 　 　 　 　 考番号 項目

かび臭

基礎的性状

基準値

病原生物によ る

汚染の指標

無機物

・ 重金属

一般有機物

消毒副生成物

着色

味
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　 水質検査表（ ４ ） 　 　 給水栓及び浄水場（ 対象： 水質管理目標設定項目）

給水栓
蛇口 浄水 原水

目0 1 ア ン チモン 及びその化合物 0 .0 2  mg /L以下 4 4 4

目0 2 ウ ラ ン 及びその化合物 0 .0 0 2  mg /L以下( 暫定) 4 4 4

目0 3 ニッ ケ ル及びその化合物 0 .0 2  mg /L以下 4 4 4

目0 6 1 ,2 -ジ ク ロ ロ エタ ン 0 .0 0 4  mg /L以下 4 4 4

目0 8 ト ルエン 0 .4  mg /L以下 4 4 4

目0 9
フ タ ル酸ジ

（ 2 -エチルヘキ シ ル）
0 .0 8  mg /L以下 4 4 4

目1 0 亜塩素酸　 　 　 　 　 [*2 ]　 　 　 　 　 0 .6  mg /L以下 - - - 消毒副生成物

目1 2 二酸化塩素　 　 　 　 [*2 ] 0 .6  mg /L以下 - - - 消毒剤

目1 3 ジ ク ロ ロ ア セト ニト リ ル 0 .0 1  mg /L以下( 暫定) 4 4 -

目1 4 抱水ク ロ ラ ール 0 .0 2  mg /L以下( 暫定) 4 4 -

目1 6 残留塩素 1  mg /L以下 4 4 - 臭気

目1 7
カ ルシ ウ ム 、

マグ ネシ ウ ム 等（ 硬度）
1 0 ～1 0 0  mg /Lの範囲内 4 4 4 味

目1 8 マン ガン 及びその化合物 0 .0 1  mg /L以下 4 4 4 着色

目1 9 遊離炭酸 2 0  mg /L以下 4 4 4 味

目2 0 1 ,1 ,1 -ト リ ク ロ ロ エタ ン 0 .3  mg /L以下 4 4 4

目2 1 メ チル-t-ブチルエーテ ル 0 .0 2  mg /L以下 4 4 4

目2 2 有機物質（ KMn0 4 消費量） 3  mg /L以下 4 4 4 味

目2 3 臭気強度（ TON） 3  以下( 単位無) 4 4 4 臭気

目2 4 蒸発残留物 3 0 ～2 0 0  mg /Lの範囲内 4 4 4 味

目2 5 濁度 1 度以下 4 4 4 基礎的性状

目2 6 pH値 7 .5 程度 4 4 4 腐食

目2 7 腐食性（ ラ ン ゲリ ア 指数）
-1 程度以上と し

極力0 に近づける
4 4 4 腐食

目2 8 従属栄養細菌 2 0 0 0  個/m l以下( 暫定) 1 1 1 水道施設の健全性の指標

目2 9 1 ,1 -ジ ク ロ ロ エチレ ン 0 .1  mg /L以下 4 4 4 一般有機物

目3 0 ア ルミ ニウ ム 及びその化合物 0 .1  mg /L以下 4 4 4 着色

 目3 1  PFOS 及びPFOA　 [*6 ]  0 .0 0 0 0 5  mg /L以下( 暫定)  [ *7 ] - - 2  一般有機物

[*1 ]　 目0 4 、 目0 5 、 目0 7 、 目1 1 は、 欠番です。

[*2 ]　 消毒剤及び消毒副生成物中、 こ の項目は、 消毒に二酸化塩素を 使用し て いな いため検査を 省略し ま す。

[*3 ]　 農薬類の項目は、 シ マジ ン ほか2 6 項目及びダラ ポン ほか8 9 項目について 検査を 行いま す。

[*4 ]　 農薬類の目標値は、 各農薬の検査結果を それぞれの目標値で除し た値の合計が1 以下であ る こ と を 示し ま す。

[*5 ]　 農薬類の内訳は、 環境省によ り 設定さ れた対象農薬リ ス ト に基づき ま す。 「 水質検査表　 別表： 農薬類」 に示し ま す。

 [ *6 ]　 R3 から 測定を 開始し て いま す。 水質管理目標設定項目には令和2 年度に設定さ れま し た。

 [ *7 ]　 PFOS 及びPFOAの検査結果の合計の値です。

[*8 ]　 令和8 年4 月1 日～　 水質基準項目へ変更と な っ たため削除し ま し た。

水質検査表（ 5 ） 　 　 浄水場（ 対象： その他の検査項目）

浄水

1 1 2

2 1 [ *1 ]

3 - [ *2 ]

[ *1 ]　 各浄水場を 隔年で交互に検査を 実施し ま す。

[*2 ]　 第2 水源のみ測定し ま す。

番号

2

ク リ プト ス ポリ ジ ウ ム 指標菌

備　 　 考

1 2

目1 5  検出指標値1 以下 [*4 ] -

番号

[*1 ]

無機物・ 重金属

農薬類 [*5 ]

臭気

備考

一般有機物

消毒副生成物

浄水場

原水

2

ダイ オキ シ ン 類

放射性セシ ウ ム 1 3 4 及び1 3 7

検査頻度（ 回/年）
項目

農薬類  [ *3 ]

( 除草剤、 殺虫剤及び殺菌剤)

目標値

検査頻度( 回／年)

浄水場

項目

-

4

[*8]

7



水質検査表　別表：農薬類

番号 項目 [*1] 検査頻度 [*2] 備考 番号 項目 [*1] 検査頻度 [*2] 備考

1 1,3-ジクロロプロペン（D-D） 2 [*3] 59 チオジカルブ 1 [*4]

2 2-2-DPA（ダラポン） 1 [*4] 60 チオファネートメチル 1 [*4]

3 2,4-D（2,4-PA） 1 [*4] 61 チオベンカルブ 2 [*3]

4 EPN 2 [*3] 62 テフリルトリオン 1 [*4]

5 MCPA 1 [*4] 63 テルブカルブ（MBPMC） 1 [*4]

6 アシュラム 1 [*4] 64 トリクロピル 1 [*4]

7 アセフェート 1 [*4] 65 トリクロルホン（DEP） 1 [*4]

8 アトラジン 1 [*4] 66 トリシクラゾール 1 [*4]

9 アニロホス 1 [*4] 67 トリフルラリン 1 [*4]

10 アミトラズ 1 [*4] 68 ナプロパミド 2 [*3]

11 アラクロール 1 [*4] 69 パラコート 1 [*4]

12 イソキサチオン 2 [*3] 70 ピペロホス 1 [*4]

13 イソフェンホス 1 [*4] 71 ピラクロニル 1 [*4]

14 イソプロカルブ（MIPC） 1 [*4] 72 ピラゾキシフェン 1 [*4]

15 イソプロチオラン（IPT） 1 [*4] 73 ピラゾリネート（ピラゾレート） 1 [*4]

16 イプフェンカルバゾン 2 [*3] 74 ピリダフェンチオン 1 [*4]

17 イプロベンホス（IBP） 2 [*3] 75 ピリブチカルブ 1 [*4]

18 イミノクタジン 1 [*4] 76 ピロキロン 1 [*4]

19 インダノファン 1 [*4] 77 フィプロニル 1 [*4]

20 エスプロカルブ 2 [*3] 78 フェニトロチオン（MEP） 2 [*3]

21 エトフェンプロックス 1 [*4] 79 フェノブカルブ（BPMC） 1 [*4]

22 エンドスルファン（ベンゾエピン） 1 [*4] 80 フェリムゾン 1 [*4]

23 オキサジクロメホン 1 [*4] 81 フェンチオン（MPP） 2 [*3]

24 オキシン銅（有機銅） 1 [*4] 82 フェントエート（PAP） 2 [*3]

25 オリサストロビン 1 [*4] 83 フェントラザミド 1 [*4]

26 カズサホス 1 [*4] 84 フサライド 1 [*4]

27 カフェンストロール 1 [*4] 85 ブタクロール 1 [*4]

28 カルタップ 1 [*4] 86 ブタミホス 1 [*4]

29 カルバリル（NAC） 1 [*4] 87 ブプロフェジン 1 [*4]

30 カルボフラン 1 [*4] 88 フルアジナム 1 [*4]

31 キノクラミン（ACN） 1 [*4] 89 プレチラクロール 1 [*4]

32 キャプタン 1 [*4] 90 プロシミドン 1 [*4]

33 クミルロン 1 [*4] 91 プロチオホス 1 [*4]

34 グリホサート 1 [*4] 92 プロピコナゾール 1 [*4]

35 グルホシネート 1 [*4] 93 プロピザミド 1 [*4]

36 クロメプロップ 1 [*4] 94 プロベナゾール 1 [*4]

37 クロルニトロフェン（CNP） 1 [*4] 95 ブロモブチド 1 [*4]

38 クロルピリホス 2 [*3] 96 ベノミル 1 [*4]

39 クロロタロニル（TPN） 2 [*3] 97 ペンシクロン 2 [*3]

40 シアナジン 1 [*4] 98 ベンゾビシクロン 1 [*4]

41 シアノホス（CYAP） 1 [*4] 99 ベンゾフェナップ 1 [*4]

42 ジウロン（DCMU） 2 [*3] 100 ベンタゾン 1 [*4]

43 ジクロベニル（DBN） 1 [*4] 101 ペンディメタリン 1 [*4]

44 ジクロルボス（DDVP） 2 [*3] 102 ベンフラカルブ 1 [*4]

45 ジクワット 2 [*3] 103 ベンフルラリン（ベスロジン） 2 [*3]

46 ジスルホトン（エチルチオメトン） 2 [*3] 104 ベンフレセート 1 [*4]

47 ジチオカルバメート系農薬 1 [*4] 105 ホスチアゼート 1 [*4]

48 ジチオピル 1 [*4] 106 マラチオン（マラソン） 1 [*4]

49 シハロホップブチル 1 [*4] 107 メコプロップ（MCPP） 2 [*3]

50 シマジン（CAT） 2 [*3] 108 メソミル 1 [*4]

51 ジメタメトリン 1 [*4] 109 メタラキシル 1 [*4]

52 ジメトエート 1 [*4] 110 メチダチオン（DMTP） 2 [*3]

53 シメトリン 1 [*4] 111 メトミノストロビン 1 [*4]

54 ダイアジノン 2 [*3] 112 メトリブジン 1 [*4]

55 ダイムロン 1 [*4] 113 メフェナセット 2 [*3]

56
タゾメット、メタム（カーバム）
　及びメチルイソチオシアネート

1 [*4] 114 メプロニル 2 [*3]

57 チアジニル 1 [*4] 115 モリネート 2 [*3]

58 チウラム 1 [*4]

[ *1 ]　 検査項目は、 環境省によ っ て設定さ れた「 水質管理目標設定項目1 5 の対象農薬リ ス ト 」 に基づき ま す。

[*2 ]　 検査回数は、 近隣の農作物の作付け時期等を 考慮し 、 夏場に設定し ていま す。

[*3 ]　 検査地点は、 第一浄水場・ 第二浄水場及び第1 水源・ 第2 水源・ 第3 水源の計5 地点です。

[*4 ]　 検査地点は、 第2 水源のみです。



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先   東松山市上下水道部水道施設課 

   郵便番号     3 5 5 -0 0 7 6   

   所在地      東松山市大字下唐子８ １ ４ 番地 

   TEL       0 4 9 3 -2 2 -3 2 9 4  

   FAX       0 4 9 3 -2 2 -5 5 7 8  

 


